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総合農協における規模拡大の経営改善効果

〔要　　　旨〕

１　現在進められている「総合農協の規模拡大施策が，経営の効率化・経営改善に本当につ

ながっているのか」という疑問のもと，規模の拡大と経営改善の関連をみることを目的と

して分析をした。

２　平成３年から平成17年までの農林水産省「総合農協統計表」の都道府県データを使用し，

都道府県を単位農協の集団とみなした。また，各都道府県の収益構造という属性に着目し

て，金融事業を重点に行っている都道府県(金融事業重点県)と経済事業を重点に行っている

都道府県(経済事業重点県)とに分類し，全都道府県間の分析とともに，各属性間の特徴を探

った。

３　分析の具体的な内容は，指標として選んだ経営数字の推移に傾向線を引き，その傾きの

「方向」とその「大きさの平均値」をもって全体像を探るとともに，「規模の拡大率」と

「各指標の傾き」・「経常利益の傾き」・「評定」(この傾きに基づき独自に算出した評価のため

の数値)との相関を求め，規模の拡大と経営改善効果の関連を検証した。また，組合員・事

業量等の変化と経営改善効果等との関連も相関を持って検証した。

４　総合農協は事業総利益の縮小のなか，収益性も低下傾向にあり経営は厳しい状況にある

が，財務の安定性，労働生産性の向上等を実現しているところが多い。属性ごとの平均値

でみると規模の拡大が最も小さかった経済事業重点県の経営改善効果が最も大きいという

結果を得たが，金融事業重点県間では，規模の拡大率と経営改善効果の間には正の相関を

みた。

５　全都道府県間および全ての属性間において，准組合員の増加率が経営改善に大きな影響

を持つという結果も得た。

ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。
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現在の総合農協は戦後の農地改革の実効

性を高める目的で，昭和22年（1947年）に

農協法の制定により発足した。その組織，

業務は戦時中の統制機関であった農業会を

引き継いでおり，その運営方法等について

多くの批判を受けながらも，発足から60数

年，農業者の中核をなす組織として現在に

至っている。

農協の経営は発足当初から不安定さを持

ち，合併促進等の経営安定対策がなされて

きているが，昨今は農業を取り巻く環境の

変化等により農協の経営は一層の厳しさを

増している状況にある。そのなかで，今ま

での系統農協３段階制の見直しとともに，

単位農協の規模拡大による経営の効率化の

必要性が強く唱えられた。

しかし，「規模の拡大＝経営の効率化・

経営改善」の構図は成り立つものなのだろ

うか。それを問う議論は極めて少なく，ほ

ぼ無条件に受け入れられているように思わ

れた。

本稿は，現在までの「規模の拡大施策を

中心とした経営改善政策が経営の効率化に

どのような効果をもたらしているか」を検

証しようとしたものである。

分析にはいる前にその前提となる現在の

農協改革の流れをみてみることにする。

（１） 改革の取組み状況

昭和50年代後半から60年代の日米貿易摩

擦・食管制度の終焉に代表される「農産物

の貿易・流通の自由化」，「金融の自由化」

に基づく利鞘縮小と金融リスクの増大，農

家の兼業化・農村の混住化等の「農村にお

ける環境の変化」というような，経済・金

融の構造変化と農業・農村の構造変化とに

より，農協の経営基盤は大きく変化した。

そのことにより，農協の経営は厳しさを増
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し，その対応が強く意識されるようになっ

た。

この状況のもと，昭和63年に開催された

第18回全国農協大会において「21世紀を展

望する農協の基本戦略の策定・実践に関す

る決議」の「期待と信頼に応える農協づくり」

のなかで，全国1000農協構想が提唱された。

そして，３年後の第19回大会においては

「農協合併構想の早期実現と系統農協を通

ずる事業・組織の改革に関する特別決議」

がなされた。そこでは「合併構想の早期実

現により自己責任経営可能な単位農協の作

成，および組織２段階制を基本とした系統

農協の組織整備方針」が提唱され，以後実

行に移されて現在に至っている。（第１表）。

（２） 農協数と事業量の変遷

総合農協の数は合併により順次減少を続

けているが，今までどのように進んできた

かを確認するために，第１図に各年の減少

率を示した。農協合併助成法が昭和36年に

施行された初期の時代と，今回の分析の対

象期間とした平成３年以降の減少率が極め

て高いことが見て取れる。

また，第２図に全国の総合農協における

主要な事業内容ごとの事業総利益の推移を

示した。平成３年をピークに全ての事業に

おいて減少しており，この状況を合併によ

る規模拡大をもって経営の効率化を図り，

乗り切ろうという意図の背景が読み取れる。

そこで，以下では合併効果そのものでは

なく，合併による「規模の拡大」に着目し，

それと経営改善の関連をみることにする。
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第1図　総合農協の減少率の推移（全国） 
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（１） 総合農協統計表の都道府県データ

今回の分析は農林水産省の「総合農協統

計表」の都道府県データを使用し，都道府

県を単位農協の集団とみなして行った。し

かし，１県１農協となった奈良および沖縄

と１農協のみ合併に参加していないが全県

的な合併をしている香川の３県について

は，その数字が統計的な処理において影響

が大きく，他の都道府県の分析と分けて処

理することが適当と考え，今回の分析にお

いては除外した。

次に，分析対象期間は，平成３年から平

成17年までとした。

開始時期を平成３年とした理由は

①　先に示したように全国的に事業総利

益のピークが平成３年で，以後逓減状

況にあり，合併による規模拡大をこの

状況においての組織対応として捉える

ことができる。

②　全中総合審議会の答申，および第19

農林金融2009・4
35 - 209

回全国農協大会の特別決議おいて合併

推進が大きく提唱され，本格的になさ

れ始めた時期である。

③　平成２年のバブル経済崩壊後，終期

までの経済的な環境を同一の視点でみ

ることが可能である。

という考えに基づいた。また，終期につい

てはこの分析を開始した平成19年５月にお

いて発表されていた最新のデータであった

ことによる。

（２） 分析に使用した経営指標

今回の分析においては経営分析で使用さ

れる経営指標のなかから以下のように適当

と思う８指標を選別・分類し，経営状態の

判断に使用した。

成長性：「事業総利益の実数」

財務の安定性：「自己資本比率」「固定

比率」

収益性：「自己資本利益率」「事業管理

費比率」

労働生産性：「労働生産性」「常勤役職

員１人当たりの事業管理費」

収益力：「付加価値率」
（注１）

（注１）総合農協統計表より得られる数値より，付
加価値率＝（人件費＋法人税・住民税・事業税＋
当期未処分剰余金）／事業総利益，とした。

（３） 経営数字の推移の最小２乗法

１次式の傾きに基づく評価

今回の分析における評価の考え方は「経

営の状態がどのような方向に向かっている

か」であり，その手法として期間内の各年

の経営指標として採用した経営数字の推移

２　分析の対象と方法

資料　農林水産省「総合農協統計表」より作成    
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に最小２乗法の１次式による傾向線を引

き，その傾きの方向および大きさをもって

改善の結果（効果の良否および大小）とした。

その考え方をいくつかの数値を例にとっ

て説明したい。第３図は全国の「自己資本

比率」の推移を表したグラフである。最小

２乗法により直線を引いた。この傾向線の

数式y＝0.1465x＋4.2727が示されているが，

この傾き0.1465をもって改善の結果とする

ものである。大きい方が良いとされる指標

においては，この数値が正の場合は改善，

負の場合は悪化をしているとみなす。第４

図においては傾きが48.945である。一般的

には「常勤役職員１人当たりの事業管理費」

は小さい方が良いとされており，ここでは

正であることより悪化の方向を示している

という判断をした。使用した指標において

その傾きの数値が正であることを改善とし

たものは，「事業総利益」，「自己資本比率」，

「固定比率」，「自己資本利益率」，「労働生

産性」，「付加価値率」および評価において

使用する「経常利益」であり，負であるこ

とが改善に向かっているとしたものは，

「事業管理費比率」と「常勤役職員１人当

たりの事業管理費」である。

以下の各種分析において，総合的に経営

改善効果を評価する指標としては，この期

間の経常利益の推移に対する傾向線の傾き

（以下「経常利益の傾き」という）を使用し

た。一方，実際の経営においては，利益を

抑えること等があるため，別途総合的な経

営の改善効果を評価するための方法とし

て，各指標の傾向線の傾きに改善効果が小

さい順に１点から44点の点数を付け，その

合算した数値をもって各県の総合評価とす

る手法をとった。この数値が大きいほど，

総合的な経営改善がなされたという判断を

し，それを「評定」と称することにした。

また，「経常利益の傾き」においてはほと

んどの都道府県がマイナスであることよ

り，収益性の維持と表現すべきかとも思え

るが，このような場合でも改善という言葉

に統一することとした。

（４） 規模拡大の捉え方と農協の属性の

分類

総合農協の規模をどの指標をもって語る

資料　農林水産省「総合農協統計表」より作成    
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第3図　自己資本比率の推移（全国） 
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かという問題がある。検討の結果，今回は

都道府県ごとの１組合の平均貯金残高の増

加率をもって規模の拡大率とした。
（注２）

また，経営における収益構造に着目し，

その属性の分類を行った。分析の開始年で

ある平成３年における事業総利益に占める

広義の金融部門（信用事業総利益と共済事業

総利益）の割合が50％以下の12道県を「経

済事業重点県」と名を付し，農業関連事業

を中心に行っている都道府県という位置づ

けをした。一方，その対照として事業総利

益に占める金融部門の割合が最も多い上位

12都府県を「金融事業重点県」とし金融業

務を中心に行っている都道府県という位置

づけをした。そして，その中間の20県を

「中間県」とした。
（注２）各県の（平成17年の貯金残高÷平成17年の

組合数）÷（平成３年の貯金残高÷平成３年の
組合数）

以上の前提をおき，平成３年から平成17

年までの都道府県ごとの経営指標の推移に

引いた傾向線の傾きによる分析結果は本稿

末尾に付した〈参考〉のとおりである。

以下，この数字を幾つかの視点で

みていくことにする。

（１） 指標ごとの方向性

まず，分析を行った各指標の傾き

の方向性のみに焦点をあて，それが

改善の方向に向かっているか，悪化

の方向に向かっているか，その都道

府県数を第２表にまとめた。

①　成長性の指標とした「事業総利益」

においては全てにおいてその傾きはマ

イナスであり，悪化方向に向かってい

る。事業規模は全ての都道府県におい

て縮小傾向にあることが見て取れる。

②　財務の安定性の指標とした「固定比

率」と「自己資本比率」をみると，

「固定比率」においては13府県が減少

傾向にはあるが，31の都道府県が改善

方向にある。一方「自己資本比率」に

ついては44都道府県全てが改善の方向

にあり，財務の安定性はほとんどの都

道府県において改善されている。

③　収益性の指標とした「自己資本利益

率」と「事業管理費比率」においては，

前者において２県が改善方向にあるが

他は全て悪化方向であり，また，「事

業管理費比率」においても，10道府県

においては改善方向にあるが，他の34

都府県は悪化方向にある。このことよ

り，収益性については，改善に向かっ

たところは少ないといえる。

④　労働生産性指標においては，「常勤

役職員１人当たりの事業管理費」は36

改善方向 

悪化方向 

０ 

４４ 

資料　農林水産省「総合農協統計表」より作成 

第2表　測定値の方向性ごとの都道府県数 
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３　分析の結果



都道府県が上昇傾向すなわち悪化方向

に向いているが，「労働生産性」にお

いては28道府県が改善方向に向かって

いる。第５図には示されていないが，

「常勤役職員１人当たりの事業管理費」

を減少させている８県のなかで，「労

働生産性」を増加させているのが１県，

低下させているのが７県である。一方，

「常勤役職員１人当たりの事業管理費」

を増加させている36都道府県におい

て，「労働生産性」を増加させているの

が27道府県である。（本稿末尾〈参考〉

を参照）

⑤　収益力の判断指標とした「付加価値

率」においては，改善と悪化がほぼ半

数となっている。

小括

この期間の農協の経営改善の成果として

見て取れるのは，事業縮小のなかにおいて

収益性および収益力を高めることは出来ず

にいるが，財務の安定性においてはその成

果を顕著にしている。また，賃金等の事業

管理費を上昇させてはいるが，労働生産性

の向上を得ているところが半数強あり，そ

の経営努力がうかがわれる。

（２） 属性ごとの平均値

次に，分類した都道府県の属性ごとの各

指標の平均点数をもって第５図を作成し

た。「評定」に関しては，比較しやすくす

るために，１都道府県当たりの平均点数を

さらに使用指標数８で除した数字としてお

り，属性ごとの分析指標の１個当たりの平

均点数となっている。また，第３表には属

性ごとの「経常利益の傾き」，「規模の拡大

率」，および都道府県の属性の分類の基に

した「平成３年における事業総利益に占め

る金融部門の割合」の平均値を記した。

①　「固定比率」と「付加価値率」にお

いては金融事業重点県が経済事業重点

県よりその平均点数は上回っている

が，その他の指標６つについては経済

事業重点県が金融事業重点県を上回っ

ており，そのことより「評定」におい

ても，経済事業重点県，中間県，金融

事業重点県の順で良好な成績を挙げて

いる。また「経常利益の傾き」におい

ても同様な傾向を示している。

経済事業重点県 

中間県 

金融事業重点県 

資料　農林水産省「総合農協統計表」より作成 

第3表　属性ごとの規模の拡大率等の平均 
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②　しかし，規模の拡大率は金融事業重

点県が6.62倍と最も大きく，次いで中

間県の5.12倍，最後に経済事業重点県

が5.03倍と最も小さかった。

小括

各属性の平均でみる限りにおいては，規

模の拡大率が最も小さかった経済事業重点

県が，「評定」および「経常利益の傾き」

とも最も大きかった金融事業重点県より良

好な結果を残し，規模の拡大の程度と経営

改善の効果は反比例しているという結果を

得た。

（３） 規模拡大の経営改善効果

次に都道府県の属性ごとに，「規模の拡

大率」と今回分析に使用した「経営指標の

傾き」各々の大きさとの相関係数を算出し，

その相関の有無により，規模の拡大が経営

に及ぼす影響をみた。

第４表は「規模の拡大率」と各「経営指

標の傾き」，「評定」および「経常利益の傾

き」との相関係数を，全都道府県，経済事

業重点県，金融事業重点県，中間県ごとに

一覧にしたものである。本稿においては±

0.4以上で相関があると判断することにし，

その部分に色網かけを付した。

①　「付加価値率」においては経済事業

重点県において△0.47，金融事業重点

県にて△0.43と相関を示している。同

時に中間県△0.38，全都道府県△0.37

と全ての区分においてほぼ負の相関を

示しており，規模の拡大をすると「付

加価値率」すなわち収益力が低下する

結果となっている。

②　その他に「規模の拡大率」と各「経

営指標の傾き」との間に関係を見いだ

すことができたのは，金融事業重点県

においてのみであり，「事業総利益」に

おいては0.44，「自己資本利益率」0.61，

「事業管理費比率」△0.58，「労働生産

性」0.55となっており，規模の拡大は

これらの経営指標の改善に効果的に働

いているとみることが出来る。

③　評価の指標とした「評定」および「経

常利益の傾き」においては，金融事業

重点県においてはそれぞれ0.47，0.65

と正の相関があり，規模の拡大が経営

改善に寄与していることがうかがわれ

る。一方，中間県においては評定に対

しては△0.67，経常利益の傾きに対し

ては△0.62と金融事業重点県とは反対

に負の相関を示しており，規模の拡大

が経営改善にマイナスに働いている。
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第4表　規模の拡大率と経営指標の傾きとの相関 
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小括

規模の拡大が経営にどのような影響を持

つかということについて，全都道府県ベー

スではこれといった相関を見いだせなかっ

た。そのなかにあって金融事業重点県にお

いては多くの指標において規模の拡大の度

合いと経営改善の度合いとの間に正の相関

がみられ，金融事業のウエイトの大きい農

協においては，規模の経済が働いているこ

とが明確に現れている。

（４） 経営改善効果の決定要因の推定

最後に，この期間の各都道府県の組合員

および事業量関係の定量的変化（その量の

増加率）と「評定」および「経常利益の傾

き」との相関によりどのような定量変化を

させると経営の改善につながるか，すなわ

ち経営改善効果の決定要因を推定すること

を試みた。

第５表は組合員および主だった事業等の

平成３年から17年までの「増加率」と「評

定」および「経常利益の傾き」との相関に

おいてどちらかでも±0.4以上相関を示し

たもののうち，大きい方の数字を記したも

のである。総合的な経営改善，または収益

の改善のどちらかでもなされているものを

評価した。

①　「准組合員数の増加率」および「准

組合員数の割合の増加率」が全都道府

県および全ての属性区分において正の

相関を持っており，准組合員の増加が

経営改善に大きな影響を持っているこ

とがうかがわれる。

②　「常勤役職員数の増加率」は金融事

業重点県においてのみ負の相関があ

り，全体的には要員の削減等の施策は

効果を見いだせないが，金融事業重点

県においては経営改善に貢献している

といえる。

③　金融事業重点県においては，「貸付

金残高」，「貯貸率」，「長期共済新契約

高」すなわち一般的に事業の伸張が求

められているものが，経営改善に結び

ついている。

④　「長期共済新契約高の増加率」は経

済事業重点県および金融事業重点県に

おいては正の相関を持っているが，

「貯金残高の増加率」においては金融

事業重点県をはじめ全都道府県，経済

事業重点県においては負の相関を持っ

ている（中間県においては正の相関）。

また「長期共済保有高の増加率」は全

都道府県および金融事業重点県におい

て負の相関を持っており，これらの増
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第5表　評定または経常利益の傾きと 
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加は経営改善と逆の効果を持っている

可能性がある。

⑤　なお，販売および購買事業すなわち

農業関連事業の取扱いの大きさや正組

合員戸数等の分析も行ったが，この図

表に記載されていない。すなわち，こ

れら農業関連の数値の変化は経営の改

善効果とは関係を持っていないことを

意味する。

小括

以上のことから，総合農協の経営の改善

または収益性の向上に寄与しているのは，

准組合員の役割が大きいことがうかがわれ

る。一方，金融事業重点県においては経営

の改善は金融関連事業の取扱量に大きく依

存しているとともに，人員削減という一般

的になされる対策がその効果を発揮してい

る様子が鮮明に現れた。当初，金融関連事

業の増大や人員削減等の対策が全体的に影

響を及ぼすと予想をしていたが，金融事業

重点県のみに限られ，他ではこれといった

関係を見いだすことは出来なかった。

（５） 総括

以上，総括するにこの期間の総合農協の

経営は事業総利益の縮小と同時にその収益

性も低下傾向にあるところが多く，経営は

厳しい状況にある。しかし，財務の安定性

および労働生産性の向上を実現している状

況がうかがわれ，この期間の農協運営に関

しての施策はそれなりの効果をあげている

と言って良い。特に，金融事業のウエイト

が大きい農協においては規模の拡大は経営

改善に効果的に働いていると同時に，一般

的な改善策が経営改善に繋がっている様子

を見いだすことができた。

一方，全都道府県，経済事業重点県にお

いての分析においては，規模の拡大と経営

改善の効果との間には何ら相関関係を見い

だすことができないばかりか，一般的には

合理化策とされることが経営改善と相反す

ることを示す結果が得られた。そのなかで，

特に目に付いたのが，本文中には示さなか

ったが，経済事業重点県において「固定比

率の傾き」と「経常利益の傾き」との間に，

△0.76という負の強い相関があり（他の属

性および全都道府県においては全く関係を示

していない），一方「事業管理費比率の傾き」

と「評定」および「経常利益の傾き」との

間には，何ら相関が見受けられなかった点

である（全都道府県，金融事業重点県および

中間県においては強い負の相関を示してい

る）。このことは，経済事業重点県すなわ

ち農業関連事業を中心に行っているところ

においては，設備投資の削減，人件費を含

めた経費の削減というような対策は経営改

善にマイナスに働く可能性を示唆してい

る。

また，規模拡大率が最も小さい経済事業

重点県で経営改善効果が最も大きかったこ

ともあり，農協の収益基盤の違いにより規

模の拡大策が経営改善に効果的に働かない

面があるといえる。

なお，中間県として分類した20県内にお

いては，「規模の拡大率」と「評定」・「経



常利益の傾き」とに負の相関を示す等その

他，さらに検討が必要と思われる部分がみ

られたが，それらの点は今後の課題とした。

今回の分析において，准組合員の影響の

大きさがストレートに現れたことも特記す

べきことであろう。それは単に利用者の拡

大を意味しているだけかもしれないが，最

後に，この准組合員に関する私見を述べて

おきたい。

農協は農家の協同組合として発足し，こ

れが建前となっている。しかし，その事業

は非農家の利用をも前提になされ，拡大し

てきた。これが矛盾として捉えられ，農協

批判の材料ともなっている。一方では農協

を建前である「職能組合」と捉えるか，現

状に即して「地域組合」と捉えるかが古く

から論議されている。そのなかにあって農

協自身は深い議論をせず，その置かれた状

況によって態度を変えているというのが現

状だろう。このように職能組合としての建

前を示しながらも多種多様の事業を展開し

てこられたのも，600万人超の農家である

正組合員とその家族が，自らの協同組合で

あるという思いのもと，「構成員」として

事業に携わり，その事業を中核で利用して

きたことによると思う。しかし，現在，そ

の農業者人口が激減し，正組合員数は減少

に入り，また，土地持ち非農家に代表され

るように，その性質も大きく変化している。

今までの農協の組織・事業基盤が大きく揺

らいでいるというのが大方の認識であろう。

この状況において，農協が建前である農

業者の「職能組合」としての道を選択し，

その事業内容を見直すならば別だが，今の

事業を継続していくことを選択するのであ

るならば，今までの正組合員が担ってくれ

た，農協を自分たちの組合として，共に事

業に携わり，利用してくれる人たちを１人

でも多く，准組合員になりうる地域の人た

ちのなかに見いださなければ，今の事業の

維持は不可能に思えてならない。

しかし，現在の准組合員の位置づけはど

うだろうか。准組合員は「利用者」たる地

域の人たちに，単に農協の都合により出資

を依頼しているだけの存在でしかないので

はないだろうか。この状況において，自ら

の組合として，農協を捉えてくれる人たち

を得ることが可能であろうか。否である。

私は，地域の人たちが「構成員」たる准

組合員になりうるためには，農協が自らの

選択をみつめ，農業者の立場からだけでは

なく，農業者も非農業者も共通な価値観の

もと，「農業を機軸」とした社会性をもっ

た理念・目的を構築し，それを日々の活

動・営業のなかで常に体現していき，共有

されるべく努力が必要であり，また不可欠

と考える。このことにより，農協が我が国

の農業・農業者に一層の貢献ができる組織

へと脱皮することが可能と，私は考える。

（この論文は平成20年１月に宇都宮大学大

学院農学研究科に提出した修士論文を再編集

したものである。）

（はしもと　よしみ）
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資料　農林水産省「総合農協統計表」より作成         
（注）　属性の経済は経済事業重点県、金融は金融事業重点県、中間は中間県を表す。        

＜参考＞　測定数値並びに評定結果 

労働生産性 収益力 成長性 財務の安定性 収益性 

事業総利益 固定比率 

北海道 

青森 

岩手　 

宮城 

秋田 

山形 

福島 

茨城 

栃木 

群馬 

埼玉 

千葉 

東京 

神奈川 

山梨 

長野 

静岡 

新潟 

富山 

石川 

福井 

岐阜 

愛知 

三重 

滋賀 

京都　 

大阪 

兵庫 

和歌山 

鳥取 

島根 

岡山 

広島 

山口 

徳島 

愛媛 

高知 

福岡 

佐賀 

長崎 

熊本 

大分 

宮崎 

鹿児島 

△１，６９８，９９６ 

△２６０，６６５ 

△１，０５６，０１８ 

△１，０２３，７５６ 

△９１４，７０９ 

△６７８，５０４ 

△９４２，２５９ 

△７９７，８９８ 

△４７６，５３８ 

△８７０，３７６ 

△１，１５１，２５１ 

△１，６４０，７１１ 

△１，３２６，８６５ 

△１，１４８，５４４ 

△５０３，９９８ 

△１，９６８，４９６ 

△１，２５４，９５２ 

△１，１９８，５１９ 

△８４９，７８８ 

△４５１，１６０ 

△５４４，４２０ 

△４９０，４４３ 

△６１２，２３５ 

△６２９，０８６ 

△７３７，２４６ 

△７９０，４９１ 

△７２７，５１０ 

△９９３，３３４ 

△１２０，４１２ 

△４６４，０７４ 

△２０８，０４０ 

△１，３２１，９０７ 

△１，５１７，８８９ 

△６２７，６５４ 

△２４６，３２１ 

△４９３，２８６ 

△１８４，４９９ 

△３８０，５１３ 

△４９４，４３４ 

△５２２，３６８ 

△４６１，４９６ 

△２６１，１７２ 

△４６８，４４２ 

△７９０，６６９ 

２ 

４０ 

１１ 

１２ 

１５ 

２３ 

１４ 

１８ 

３３ 

１６ 

９ 

３ 

５ 

１０ 

２９ 

１ 

７ 

８ 

１７ 

３７ 

２７ 

３２ 

２６ 

２４ 

２１ 

２０ 

２２ 

１３ 

４４ 

３５ 

４２ 

６ 

４ 

２５ 

４１ 

３１ 

４３ 

３８ 

３０ 

２８ 

３６ 

３９ 

３４ 

１９ 

傾き 点数 

労働生産性 

７２．０２ 

９１．７０ 

△３．９９ 

△９．０７ 

７．５２ 

４５．１２ 

３１．０６ 

１４．２９ 

１９．３０ 

△７５．２８ 

△８．３９ 

△９７．８９ 

△１１６．８９ 

△４６．３１ 

△１２４．７５ 

３１．７２ 

△５．９９ 

０．４３ 

△２５．７４ 

０．１９ 

２．０２ 

５．８５ 

２０．７９ 

５０．７６ 

△７８．５１ 

４６．５３ 

８８．９８ 

１４０．４１ 

１４．０９ 

８３．２７ 

６７．００ 

△５７．６８ 

８７．２４ 

△９．７８ 

３６．６４ 

△２７．０１ 

３４．０１ 

１０１．１８ 

△１８．０５ 

△１３．８５ 

３８．２８ 

７５．８６ 

６９．６０ 

５１．５１ 

３７ 

４２ 

１６ 

１３ 

２１ 

３１ 

２６ 

２３ 

２４ 

５ 

１４ 

３ 

２ 

７ 

１ 

２７ 

１５ 

１８ 

９ 

１７ 

１９ 

２０ 

２５ 

３３ 

４ 

３２ 

４１ 

４４ 

２２ 

３９ 

３５ 

６ 

４０ 

１２ 

２９ 

８ 

２８ 

４３ 

１０ 

１１ 

３０ 

３８ 

３６ 

３４ 

傾き 点数 点数 

１１ 

１ 

１６ 

３２ 

１５ 

２９ 

２６ 

３０ 

１３ 

２０ 

６ 

１８ 

１２ 

２２ 

２ 

２４ 

３ 

３３ 

１０ 

４２ 

５ 

１７ 

９ 

１９ 

３７ 

２３ 

４ 

２１ 

３１ 

２７ 

１４ 

７ 

２５ 

３４ 

３８ 

４３ 

２８ 

４４ 

３９ 

３５ 

４０ 

３６ 

４１ 

８ 

点数 

３８ 

４４ 

４０ 

３３ 

３７ 

３９ 

２５ 

３６ 

２６ 

１３ 

１９ 

３ 

４ 

１ 

２ 

１０ 

２４ 

１７ 

２８ 

１６ 

９ 

３５ 

１４ 

３２ 

１１ 

３０ 

２１ 

２７ 

１２ 

３１ 

２３ 

６ 

８ 

７ 

２９ 

５ 

１８ 

２０ 

１５ 

４１ 

３４ 

４２ 

２２ 

４３ 

点数 

１．２７ 

△０．１８ 

△０．２１ 

△２．４４ 

△０．３８ 

０．７０ 

△０．２０ 

０．８５ 

２．４２ 

０．８１ 

８．９７ 

△２．１６ 

１０．９６ 

１０．０５ 

△２．１８ 

４．０３ 

６．１２ 

４．６６ 

１．２３ 

６．１２ 

３．４５ 

５．７９ 

３．５４ 

３．４８ 

６．８６ 

１．４７ 

△９．３６ 

８．９０ 

２．３１ 

０．３０ 

３．９０ 

△２．３６ 

△０．７８ 

０．０８ 

０．６６ 

△１．０３ 

３．７６ 

２．１２ 

０．５８ 

１．０４ 

△０．５５ 

０．４５ 

２．２５ 

△０．２３ 

２４ 

１３ 

１１ 

２ 

９ 

１９ 

１２ 

２１ 

２９ 

２０ 

４２ 

５ 

４４ 

４３ 

４ 

３５ 

３８ 

３６ 

２３ 

３９ 

３０ 

３７ 

３２ 

３１ 

４０ 

２５ 

１ 

４１ 

２８ 

１５ 

３４ 

３ 

７ 

１４ 

１８ 

６ 

３３ 

２６ 

１７ 

２２ 

８ 

１６ 

２７ 

１０ 

△０．２９ 

０．３９ 

△０．１８ 

△０．３１ 

△０．２９ 

△０．２０ 

△０．４４ 

△０．２９ 

△０．４３ 

△０．６７ 

△０．５１ 

△１．０２ 

△０．９５ 

△１．１９ 

△１．１７ 

△０．７１ 

△０．４４ 

△０．５９ 

△０．４０ 

△０．５９ 

△０．７１ 

△０．３１ 

△０．６５ 

△０．３２ 

△０．６９ 

△０．３６ 

△０．４９ 

△０．４１ 

△０．６８ 

△０．３４ 

△０．４７ 

△０．７８ 

△０．７４ 

△０．７５ 

△０．４０ 

△０．８１ 

△０．５５ 

△０．５０ 

△０．６３ 

△０．０４ 

△０．３１ 

△０．０１ 

△０．４８ 

０．００ 

傾き 

自己資本 
比率 

自己資本 
利益率 

２３ 

３３ 

２ 

１９ 

６ 

２９ 

１０ 

２７ 

２４ 

１２ 

４４ 

２０ 

３４ 

３９ 

１３ 

１５ 

３７ 

３０ 

１８ 

３６ 

１６ 

４２ 

２５ 

４１ 

４０ 

７ 

３１ 

２８ 

１７ 

５ 

２６ 

３ 

９ 

１４ 

４３ 

８ 

１１ 

３５ 

２１ 

３８ 

１ 

４ 

３２ 

２２ 

点数 

１９３ 

２２５ 

１５６ 

１７９ 

１７８ 

２３２ 

１５５ 

２２０ 

１８８ 

１４８ 

１７９ 

９８ 

１０７ 

１３１ 

９２ 

１３８ 

１７８ 

１８７ 

１７８ 

２４１ 

１３１ 

２５０ 

１５０ 

２１２ 

２０７ 

１９５ 

１３７ 

２０３ 

２０６ 

１９６ 

２２０ 

７５ 

１０６ 

１３９ 

２４９ 

１３７ 

１８９ 

２５１ 

１８７ 

２０３ 

２１７ 

２３４ 

２２９ 

１９４ 

評定 属性 

△０．１５ 

０．１１ 

△０．６６ 

△０．２５ 

△０．５５ 

０．０２ 

△０．４２ 

△０．０３ 

△０．１４ 

△０．３６ 

０．６９ 

△０．２４ 

０．１５ 

０．４７ 

△０．３４ 

△０．３０ 

０．３９ 

０．０４ 

△０．２６ 

０．２０ 

△０．２９ 

０．５３ 

△０．０６ 

０．５３ 

０．５１ 

△０．４７ 

０．０７ 

０．０１ 

△０．２６ 

△０．５８ 

△０．０５ 

△０．５９ 

△０．４２ 

△０．３０ 

０．６２ 

△０．４５ 

△０．４０ 

０．１７ 

△０．１７ 

０．４７ 

△０．８９ 

△０．５９ 

０．０８ 

△０．１６ 

傾き 

付加価値率 経常利益 
の傾き 

４２ 

４３ 

２５ 

２９ 

３７ 

４０ 

２４ 

３２ 

２０ 

１８ 

１７ 

５ 

２ 

４ 

１ 

１３ 

２２ 

１６ 

３１ 

２３ 

８ 

３３ 

１２ 

２１ 

１１ 

３５ 

１５ 

２８ 

２６ 

３６ 

３４ 

７ 

１０ 

９ 

３０ 

６ 

１４ 

３９ 

１９ 

３ 

４１ 

４４ 

２７ 

３８ 

点数 

常勤役職員 
1人当たり 
事業管理費 

５２．００ 

７５．８０ 

１１．２１ 

△０．７９ 

△０．４３ 

３７．６２ 

４７．８４ 

１８．２６ 

４６．５３ 

△４４．７１ 

２７．３２ 

△１６．００ 

１１９．４７ 

８９．８５ 

△６．７７ 

６４．１２ 

２１．３２ 

２６．５０ 

△１８．９７ 

２１．８２ 

５１．３６ 

１３．９８ 

７９．６３ 

６６．３２ 

△１９．４５ 

３５．５４ 

１３０．４１ 

１３７．６６ 

３２．１４ 

７７．０２ 

６６．１４ 

△０．３６ 

１２１．１０ 

３５．００ 

４２．８１ 

２５．６１ 

６３．８９ 

８６．２５ 

５．２８ 

３２．５４ 

２７．８４ 

５６．６５ 

７３．８６ 

４５．０２ 

１６ 

９ 

３５ 

３９ 

３８ 

２２ 

１８ 

３３ 

１９ 

４４ 

２８ 

４１ 

４ 

５ 

４０ 

１３ 

３２ 

２９ 

４２ 

３１ 

１７ 

３４ 

７ 

１１ 

４３ 

２３ 

２ 

１ 

２６ 

８ 

１２ 

３７ 

３ 

２４ 

２１ 

３０ 

１４ 

６ 

３６ 

２５ 

２７ 

１５ 

１０ 

２０ 

傾き 点数 

△０．１８ 

△０．２４ 

０．２３ 

０．１１ 

△０．１０ 

△０．１２ 

０．２４ 

０．０５ 

０．３２ 

０．３５ 

０．３５ 

０．９４ 

１．５４ 

１．００ 

１．６５ 

０．４４ 

０．２７ 

０．３６ 

０．０７ 

０．２６ 

０．６７ 

０．０３ 

０．５５ 

０．３０ 

０．５８ 

△０．０２ 

０．４２ 

０．１２ 

０．２２ 

△０．１０ 

０．０２ 

０．７３ 

０．６０ 

０．６５ 

０．１０ 

０．７６ 

０．４３ 

△０．１１ 

０．３４ 

１．０４ 

△０．１５ 

△０．３４ 

０．１３ 

△０．１１ 

傾き 傾き 

事業管理費 
比率 

０．１２ 

０．０７ 

０．１４ 

０．１９ 

０．１３ 

０．１８ 

０．１６ 

０．１８ 

０．１３ 

０．１５ 

０．０９ 

０．１４ 

０．１２ 

０．１６ 

０．０７ 

０．１６ 

０．０８ 

０．１９ 

０．１０ 

０．２５ 

０．０９ 

０．１４ 

０．０９ 

０．１４ 

０．２０ 

０．１６ 

０．０９ 

０．１５ 

０．１８ 

０．１６ 

０．１３ 

０．０９ 

０．１６ 

０．１９ 

０．２１ 

０．２５ 

０．１７ 

０．３２ 

０．２２ 

０．２０ 

０．２３ 

０．２０ 

０．２４ 

０．０９ 

傾き 

△２９７，３６５ 

１４６，３８１ 

△８２，５７６ 

△１１８，５３９ 

△９３，１９５ 

△６３，４６６ 

△１８５，１３９ 

△４４，８４４ 

△１９３，４１０ 

△２９４，１５８ 

△３６２，６３５ 

△７０２，５３８ 

△９５９，７６８ 

△１，１０５，７４２ 

△３３２，１４８ 

△７３５，８３６ 

△３９２，４８４ 

△３８１，５４２ 

△１４１，０９８ 

△９８，４５９ 

△２３６，８２４ 

△５，８９２ 

△７２９，７４０ 

△６７，２６０ 

△２２７，８５３ 

△１２，７３７ 

△３５８，５９８ 

△１８８，２８１ 

△１０３，６５１ 

△６６，２８０ 

△２９，８６８ 

△５５１，１０４ 

△４４６，５７０ 

△２７７，９３７ 

△３１，３２５ 

△３４１，６１５ 

△１３１，３５６ 

１３，３９６ 

△１９２，７０２ 

６７，７０１ 

△５４，５４７ 

３３，４９２ 

△４４，３０３ 

４４，１９３ 

規模 
の 
拡大 
率 

平３事 
業総利 
益に占 
める金 
融部門 
の割合 

２．８１ 

３．０１ 

４．０１ 

６．８４ 

７．７２ 

３．６１ 

７．６２ 

３．３６ 

６．２９ 

４．４６ 

５．６０ 

２．８３ 

４．３５ 

３．６０ 

５．７８ 

４．７７ 

５．４２ 

５．７５ 

３．５１ 

３．０８ 

３．０１ 

６．７９ 

７．７３ 

２．３７ 

３．５７ 

１５．０３ 

７．１７ 

８．０８ 

６．５４ 

１２．３３ 

６．０４ 

８．９５ 

６．９９ 

８．９６ 

３．２６ 

７．９６ 

５．４９ 

３．０８ 

２．８５ 

５．９９ 

６．６６ 

２．１９ 

２．２９ 

４．３６ 

０．３２ 

０．３６ 

０．４９ 

０．５６ 

０．４５ 

０．４８ 

０．６２ 

０．６１ 

０．６１ 

０．５６ 

０．８０ 

０．７１ 

０．８９ 

０．８８ 

０．７３ 

０．４９ 

０．７０ 

０．５３ 

０．５６ 

０．５８ 

０．５８ 

０．７３ 

０．７０ 

０．６８ 

０．６４ 

０．７０ 

０．９５ 

０．７３ 

０．６５ 

０．３８ 

０．５７ 

０．６７ 

０．７２ 

０．６８ 

０．６７ 

０．５６ 

０．６０ 

０．６４ 

０．４７ 

０．４７ 

０．４８ 

０．５２ 

０．４７ 

０．４５ 

経済 

経済 

経済 

中間 

経済 

経済 

中間 

中間 

中間 

中間 

金融 

金融 

金融 

金融 

金融 

経済 

金融 

中間 

中間 

中間 

中間 

金融 

金融 

中間 

中間 

金融 

金融 

金融 

中間 

経済 

中間 

中間 

金融 

中間 

中間 

中間 

中間 

中間 

経済 

経済 

経済 

中間 

経済 

経済 




